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1. 実証事業の概要 

1.1. 実証事業の背景と目的 

食品寄附の現場では関係者間で食品や事業者に関する情報のやり取りが行われているが、現状
では情報の粒度や定義が地域や事業者ごとに異なっていることで、事業者をまたぐやり取り、とりわけ
初めて取引を行う相手との情報授受の際に紐づけの手間が生じてしまっている。 
共通 API等を用いた地域単位での食品寄附データ統合に向けた調査・実証事業において授受の

際のデータ項目やその定義、商品分類コードを標準化する「食品寄附におけるデータ標準化ガイドラ
イン」（以下、ガイドラインという。）を定め、関係者でのデータ連携を図るための共通 API 仕様書を
作成した。ガイドライン及び API 仕様書を用いて、実証事業を行い、情報の授受にかかる負荷の低
減や、寄附機会の拡大を目指す。 
実証事業では既存システム活用型実証と、新規システム構築型実証の２種類の実証を行う。既

存システム活用実証では、フードバンクの既存システムと連携させながら、食品寄附者からの受入問
合せに対して、受入可否判断を行い、それをリアルタイムで回答する API を構築する。新規システム
構築型実証では、フードバンクが入出荷管理・集計機能、食品寄附者が寄附食品登録機能、食品
受領者が食品支援希望等を利用できる実証システムを構築し、食品寄附の需給調整を行う。 

 

1.2. スケジュール 

実証におけるスケジュールを図 1-1 に示す。2024 年 7 月から、実証において中心的な役割を担
うフードバンクとの実証参加調整を行った。並行して、フードバンクの現行業務ヒアリングを実施した上
で、業務フローの整理、実証対象業務の設定、実証システムの画面イメージ整理、データ定義等の
要件整理を行った。その後、株式会社システナと実証システムの開発の業務委託契約を締結し、整
理した要件に基づいて、システム構築を開始した。実証の実運用は 2025 年 2 月 10 日から 3 月
28日まで行い、実証参加者には実証システムに対するアンケートにご回答いただいた。 
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図 1-1 スケジュール 

 
 

1.3. 実施体制 

実証における役割と参加団体を以下に示す。 
 

表 1-1 実施体制 
団体名 役割 

株式会社 NTT データ経営研究所 実証システムの仕様整理、実証事業の全体管理を行う。 

株式会社システナ 新規システム構築型実証において kintone の画面開発を
行う。既存システム活用型実証においては、既存システムと
つながる API を開発する。 

特定非営利活動法人セカンドハー
ベスト・ジャパン（以下、2HJ とい
う。） 

既存システム活用型実証に参加するフードバンク。2HJ で取
り入れられている寄贈品管理システム（kintone）とつなが
る API を用いて、食品寄附者からの寄附食品受入問合せ
に対してリアルタイムで回答を行う。 

認定特定非営利活動法人フードバ
ンク山梨（以下、フードバンク山梨
という。） 

新規システム構築型実証に参加するフードバンク。フードバン
ク山梨実証システムを用いて、入出荷管理や在庫引当を行
い、寄附食品の需給調整を行う。 
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2. 既存システム活用型実証事業 

2.1. 実証対象業務 

実証対象業務は、食品寄附者がフードバンクへ寄附が可能か問合せ（図 2-1①）、2HJにおい
て在庫状況等を確認した上で受入可能か判断し（図 2-1②）、受入可否を回答する（図 2-1
③）までを対象とする。 

2HJ が他フードバンクと受入調整を行うこともあるが、寄附食品のほとんどを 2HJ の倉庫で受け入
れている現状であるため、他フードバンクとの受入調整は実証対象業務の範囲外とする。また、寄附
食品の受入が可能である場合、寄附者からの寄贈予定時期をもとに納入予定日を決定・回答する
が、その後の事情変更等で、指定した納入予定日に変更が必要な場合の調整は、実証対象業務
の範囲外とする。さらに、寄附食品を実際に搬入する業務も実証対象の範囲外とする。 

 
図 2-1 現行業務における実証事業適用範囲 

 

 
本実証では、食品寄贈申し込み画面を作成し、食品寄附者が寄贈申込書をアップロードすること

で API リクエストが実行され、寄附食品の情報が登録される。そして、事前に設定した受入可否判
断の条件をもとに、その結果をリアルタイムで回答する。回答結果は RPA で 2HJ の寄贈品管理シス
テムに連携させる。 
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図 2-2 API連携を行う業務 

 
 

2.2. 実証参加者 

実証に参加する食品寄附者は、2HJ と合意書締結済みの企業とした。合意書は、食品の取扱い
を定めたものである。合意書の締結には一定程度の時間を要することから、実証参加者は合意書締
結済企業とした。 

 

2.3. ツール 

API の構成として Amazon Web Services （AWS）の各種サービスを用いた。 
 

図 2-3 APIの構成概要 

 
 

システム構成イメージ

申請者

管理者

Internet

AWS Cloud

AWS Lambda

Amazon SES

Amazon RDS

AWS IAM Amazon CloudWatchAmazon Cognito

Amazon S3

Region
VPC

Private subnet

AWS Amplify

申請結果メール送信

寄附食品登録画面へアクセス

受入判定設定画面へアクセス
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表 2-1 サービス概要と実証システムでの利用用途 
サービス名 サービス概要 実証システムでの利用用途 

Amazon S3 

オブジェクトストレージサービス。ほぼす
べての種類のデジタルデータを保存す
ることが可能。 

①静的Web サイトの配置②RPA実
行ログの格納先として利用。 
申請者、管理者は本リースに格納され
たWeb サイトにインターネットからアクセ
スして各種操作を実施。 

AWS 
Lambda 

サーバーレスコンピューティングサービ
ス。インフラを省き、迅速にアプリケー
ションを開発・デプロイすることが可
能。 

受入判定の実施、DB への寄付申請
書情報の登録など、システムの根幹を担
うリソース 

Amazon 
RDS 

データベースのセットアップ、運用、ス
ケーリングを自動化し、データベースの
管理負担を軽減することが可能なサ
ービス 

各種データを保存する DB として利用。
寄付申請書情報や受入判定設定情
報、寄附主 IDなどを保持。 

Amazon SES 

クラウドベースのメール送信サービス 寄付申請書の登録があった際に受入不
可以外の判定結果を申請者に送信す
るために利用 

AWS 
Amplify 

ウェブアプリケーションやモバイルアプリ
ケーションの構築とデプロイを簡単にす
るためのツールセット 

寄附食品登録画面などのドメイン名を
変更するために利用 

AWS IAM 

各 AWS リソースへのアクセスを安全
に管理するためのウェブサービス 

各リソースへの権限の割り当てを行いリソ
ース間での接続を安全に行うために利
用 

Amazon 
Cognito 

ウェブアプリケーションやモバイルアプリ
ケーションのユーザー認証とアクセス管
理を簡単にするためのサービス 

管理者が受入判定設定画面へアクセス
する際のユーザー認証のために利用 

Amazon 
CloudWatch 

AWS のモニタリングおよび管理サー
ビス。パフォーマンスの最適化や問題
の迅速な発見を行うために利用 

システム実行履歴のログを確認するため
のリソースとして利用。寄付申請書が登
録された日時や登録された商品などをロ
グ上で確認することが可能。 

 
RPA の設定にあたっては、Microsoft が提供するクラウド型の業務自動化ツール Power 

Automate を用いた。 
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図 2-4 RPAの構成概要 

 

 
表 2-2 サービス概要と実証システムでの利用用途 

サービス名 サービス概要 実証システムでの利用用途 

Power 
automate 
desktop 

Microsoft が提供するデスクトップ操
作を自動化するサービス。Windows 
10 およびWindows 11 ユーザーは
無償で利用可能。 

①DB とのデータ取得、データ更新②
2HJkintone環境へ寄附情報登録③
実行ログの出力を行うシステムの根幹と
なるサービス 

Amazon S3 

AWS が提供するオブジェクトストレー
ジサービス。ほぼすべての種類のデジ
タルデータを保存することが可能。 

RPA の実行ログファイルの格納先として
利用 

Amazon 
RDS 

AWS が提供するデータベースのセット
アップ、運用、スケーリングを自動化
し、データベースの管理負担を軽減す
ることが可能なサービス。 

API によって格納された寄付申請書情
報の取得、および申請書 Excel ファイル
の取得。また、フラグ更新を行うための
DB として利用。 

 

システム構成イメージ
AWS Cloud

Amazon S3

Region

VPC

Amazon RDS

Private subnet

検証端末

Internet

Power 
automate 
desktop

kintoneへ
データ登録

実行ログ出力

データ更新

データ取得
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2.4. 前提条件 

2.4.1 寄贈申込書 
寄贈申込書は 2HJ 指定の様式を用いる。当該様式は Excel 形式であり、寄贈品共通情報

として食品寄附者の団体名称や住所等のほか、寄贈品商品情報として 15 アイテムまで記入する
ことができる。 

 
2.4.2 納入場所 

本実証においては納入場所を浅草橋拠点のみとする。浅草橋拠点の営業日は月・木・金（祝
日を除く）である。 

 
2.4.3 納入予定日 

納入予定日の決定方法については、食品寄附者が指定した寄贈予定時期の中で一番早く到
来する営業日を算出する。時間は 9:30 から 12:00 で固定とする。 
例えば、2/2(日)から 2/8(土)の期間を寄贈予定時期とした場合には、2/3(月)が納入予定

日となる。 
また、2/11(火)から 2/12(水)の期間を寄贈予定時期とした場合には、当該期間内に営業日

が含まれていないため、その次に最も早く到来する営業日である2/13(木)を納入予定日と決定す
る。 
 

表 2-3 納入予定日の考え方 
日 月 火 水 木 金 土 
 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7  

2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 

 
2.4.4 賞味期限の残存日数 

賞味期限の残存日数の算出にあたっては、納入予定日と商品の賞味期限を比較し、初日を
含めず計算する。 
例えば、納入予定日が 1/30 で、賞味期限が 2/15 の場合、残日数は 16日となる。 
また、納入予定日が 2/15 で、賞味期限が 2/15 の場合、残日数は０日となる。 
 

2.4.5 寄贈主 ID 
寄贈主 ID とは、食品寄附者を識別するための ID であり、2HJ の寄贈品管理システムに取り

込む際の必須項目である。寄贈申込書に項目はあるものの、未記載の場合には、特定が必要で
ある。 

2/2 2/8 
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本実証においては、寄贈主 IDを実証システムのDBに組み込み、寄贈申込書に記載された会
社名をもとに、寄贈主 ID の特定を行う。寄贈申込書に記載された会社名が略称であった場合な
どの表記揺れは、寄贈主 ID の特定が出来ないものとして処理する。 
 

2.4.6 寄贈品管理システム 
寄贈品管理システムとは、2HJ が保有する寄附食品の入出荷管理を行う kintone である。現

行業務では、食品寄附者から送付された寄贈申込書を１枚ずつ読み込ませ、商品情報を登録
している。 
本実証においては、実証用に現行業務で使っている kintone の一部を複製し、実証システム

経由で受け付けた寄贈申込書を、RPA を用いて kintone にインポートした。 
 

2.5. 実証システム仕様 

2.5.1 受入判定 
受入可否回答結果は、食品寄附者の提示どおりの数量等で 2HJ が受け入れられる「受入可」、

数量等の調整が必要な場合の「応相談」、賞味期限切れで受入が出来ない「受入不可」の３種
類とする。 
受入判定の対象はアイテム単位ではなく、寄贈申込書単位とする。受入判定の条件として、①

全ての食品の賞味期限の残存日数が 14日超であること②全ての食品の温度管理が常温である
こと③全ての食品のケース数の合計が１日あたり１団体あたり 20 ケース以下であることを満たした
場合に「受入可」となる。賞味期限切れまたは賞味期限が納入予定日当日の場合には「受入不
可」となる。 
なお、2HJ で取り扱っていない商品については受入ができないが、実証システムで判定するので

はなく、寄贈申込書アップロード時に、食品寄附者に該当商品が含まれていないか確認いただくこと
とする。 

 
表 2-4 受入判定条件 

受入判定条件 受入可 応相談 受入不可 

① 全食品の賞味期
限の残存日数 14日超 ０日超 

14日以下 
０日以下 

（当日または切れ） 

② 全食品の温度管
理 常温 冷蔵または冷凍 ― 

③ 全食品のケース数
の合計 20 ケース以下 21 ケース以上 ― 

 
2.5.2 寄附の入口 

2HJ の HP 上に実証用ページのリンクを掲載する（図 2-5）。「寄贈申込書アップロード（新
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規以外の方）」を押すと、実証ページに遷移する。 
 

図 2-5 2HJの HP における実証事業協力依頼 

 
 
実証参加者（食品寄附者）は実証用ページから 2HJ 指定様式の寄贈申込書をアップロード

し、通知用メールアドレスの登録及び、受入不可食品がないかを画面上で確認した上で、食品寄
附の申し込みを行う。 
寄贈申込書における寄贈予定時期の表記誤りや、食品寄贈申し込み画面でのメールアドレス

未入力はエラーが表示され、エラーを解消しなければアップロードが完了しない仕様である。 
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図 2-6 食品寄贈申し込み画面 
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2.5.3 受入判定結果 
(1) 受入可 

「受入可」の場合は、図 2-7 のような画面を表示する。基本的には、寄贈申込書に記載さ
れた情報を表示する。なお、寄贈主 ID が特定できなかった場合には「-」と表示する。 

 
図 2-7 寄贈申し込み結果画面（受入可） 

 

 
(2) 応相談 

「応相談」の場合は、図 2-8 のような画面を表示する。同一の寄贈申込書を再アップロード
すると、１度目にアップロードした情報を上書きするのではなく、新たな寄贈申込として登録され
るため、重複する。そのため、再アップロードを控えていただくよう注意喚起のメッセージを添えてい
る。 
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図 2-8 寄贈申し込み結果画面（応相談） 

 
 

(3) 受入不可 
「受入不可」の場合は図 2-9 のような画面を表示する。実証システムで受入不可の判定を

するのは、賞味期限が切れていた場合のみであるため、寄贈申込書に記載された商品のうち、ど
の商品が賞味期限であるか表示する。 

 
図 2-9 寄贈申し込み結果画面（受入不可） 
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2.5.4 メール送信 
受入判定結果は画面に表示させるとともに、食品寄附者及び 2HJ へメール送信を行う（図 

2-10、図 2-11 及び図 2-12）。食品寄附者の送信先は、食品寄贈申し込み画面に入力し
たメールアドレスである。 

 
図 2-10 受入判定結果メール（受入可） 

 

 
図 2-11 受入判定結果メール（応相談） 
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図 2-12 受入判定結果メール（受入不可） 

 
 

2.6. 寄贈品管理システムへのインポート 

実証システムで受け付けた寄贈申込書について、１日１回 RPA を実行させ、寄贈品管理システ
ムに取り込む。取り込む対象は、寄贈主 ID が特定できた「受入可」または「応相談」と判定した寄贈
申込書とする。また、取り込む項目は、寄贈申込書に記載された項目、寄贈主 ID、ステータス、応相
談と回答した寄贈申込書については納入予定日とする。 
寄贈主 ID が特定できなかった寄贈申込書は、既存業務の流れに戻り 2HJ において手動で寄贈

品管理システムに取り込むこととする。 
RPA の実行時間は平日午前 11時とした。 
 

2.7. 実証結果 

2.7.1 取引件数 
2025 年２月 10 日から３月 28 日までの間に、実証システムで食品寄附の問合せを受けた

結果は以下のとおりである。 
寄附件数は実証システムにアップロードされた寄贈申込書の数である。寄附企業数は実証シス

テムに参加いただいた企業数であり、同一企業が複数の日、寄附を行っているため、寄附件数と
相違が生じる。寄附商品数は、寄贈申込書に記載された商品の数であり、１枚の寄贈申込書に
15 アイテムまで記載できるため、寄附件数と相違が生じる。総ケース数は、寄贈申込書に記載さ
れた寄附食品のケース数の総合計である。 
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図 2-13 取引件数 
参加食品寄附者数 26団体 

寄附件数 31件 

 受入可 11件 

応相談 20件 
＜応相談判定理由＞※複数理由ありのため重複計上 

 賞味期限残存日数が 14日以下のため：5件 
 冷凍品・冷蔵品のため：7件 
 ケース数が 21超のため：14件 

受入不可 0件 

アイテム数 112 アイテム 

ケース数 5,673 ケース 

 
2.7.2 実証参加者からのアンケート結果 

2025年 3月 13日時点で実証に参加した食品寄附者 18団体へアンケートを送付し、７団
体から図 2-14 のとおり回答を得た。 

 
図 2-14 アンケート結果 

問１ 食品寄贈申込書をアップロードする操作は使いやすかったですか。 

 

問２ 食品寄贈申込書をアップロードする時間は快適ですか。 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

非常に難しい
難しい
普通

使いやすい
非常に使いやすい

0% 20% 40% 60% 80%

非常に不便
不便

どちらともいえない
快適

非常に快適
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問３ 食品寄贈申込みにかかる時間は、従前と比べて短縮しましたか。 

 

問４ システムを用いることで、寄贈への意欲に変化はありましたか。 

 

問５ システムを用いた食品寄贈申込みの取組はどう思いますか。 

 

問６ 実証終了後もこのようなシステムを活用したいと感じますか。 

 

問７ どの点を改善すれば、より使いやすくなると思いますか。（任意・自由記述） 
―回答なし 
問８ その他、全体を通じてご感想がございましたらご記入ください。（任意・自由記述） 
―アレルギー情報など、特筆事項がある場合の記載欄やシステムがあると良い。 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

長くなった
やや長くなった
変わらない

やや短縮した
短縮した

0% 20% 40% 60% 80%

寄贈しようと思わなくなった
やや低下した
変わらない

やや向上した
向上した

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

非常に不便な取組だと思う
不便な取組だと思う
どちらともいえない
良い取組だと思う

非常に良い取組だと思う

0% 20% 40% 60% 80%

活用したくない
あまり活用したくない
どちらともいえない

できれば活用したい
ぜひ活用したい
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また、2HJ からも図 2-15 のとおり実証事業への振り返り意見を得た。 
 

図 2-15 実証事業振り返り 
観点 回答 

食品寄附者からの
受入問い合わせへ
の対応にかかる作業
負担は、従前と比べ
て軽減したか 

 寄贈申込画面で受け付け、kintone に取り込めたものについては作業
負担がかなり軽減した。納品日を確定できない場合であっても、メールで
回答すること自体に意味があり、応相談・受入可のどちらの場合であって
も作業負担は軽減した。 

 実証の対象は全体の一部であるため、全体を見ると効果は限定的では
あるが、実証の範囲においては役立ったという印象である。 

API を用いた食品
寄附の問い合わせ
の取組はどう思うか 

 作業負担の軽減につながるので将来性がある取り組みと思う。 
 一方で、納品まで自動で行うためには、複数の条件設定が必要である。
実証で受入可と回答できるものは、多様な寄贈申込の中でも限定的で
ある。 

実証終了後もこの
システムを活用した
いと感じるか 

 引き続きあったら活用できたら良いと思う。実証においては、既存の運用
を変えないという制約があったが、寄贈申込書の項目等、既存の運用を
変更することでより使いやすくなると思う。 

どの点を改善すれ
ば、より使いやすくな
るか 

 運用を変えれば、より使いやすくなると思う。受入可否の回答メールは即
時送信であるが、kintone への取り込みは１日１回午前 11時である
ため、タイムラグが生じる。随時 kintone に取り込めるとより良い。 

その他全体を通じた
ご意見 

 色々な団体が使えるものが良い。入力項目やフォーマットについては、ガ
イドライン等で示されたものとリンクさせると汎用性が高められるので良いと
思う。 

 汎用的な仕組みができた場合のコスト面は各団体気にする点だと思う。 

 
2.7.3 実証システムの有用性 

食品寄附者においては、本実証での寄贈申込の方法に苦労することなく、その作業時間も短
縮したと回答する団体もあったことから、有用性があったと考えられる。 
フードバンクにおいても、食品寄附者からの問い合わせに対する作業負担が軽減したことや、納

入日まで決定できなくとも、即時に回答できること自体に意味があるとの意見があった。さらに、「受
入可」と回答した商品のうち、少量の寄附で、納入日の変更等が無い場合においては、実証シス
テムでのやりとりのみをもって、寄附が完了したケースもあったとのことで、フードバンクにおいても本取
組に有用性があったと考えられる。 
本実証では対象範囲を小規模に限定したが、あらゆる商品の受入可否を自動判定するために

は、多様な要素を考慮した複数の条件設定が必要となる。実証結果として、「応相談」と判定した
主な理由はケース数の多さであったが、大量の商品を調整なく全て受け入れられるフードバンクは
多くはないため、本取り組みを広く展開していくためには、各フードバンクの受入容量など、現場の実
情を考慮した条件設定が必要である。 
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3. 新規システム構築型実証事業 

3.1. 実証参加者 

実証参加者は、食品寄附者として４団体、食品受領者として８団体が参加した。 
 

3.2. ツール 

サイボウズ株式会社の kintone を用いた。本実証において、実証参加団体１団体あたり、１つの
アカウントを発行することとした。 

 

3.3. 全体像 

kintone ではアプリと呼ばれる業務システムを作成することができ、本実証においては「寄附食品登
録」、「寄附受領証明書」、「食品予約希望」、「食品支援希望」、「在庫・出荷管理」、「ユーザー情
報作成・変更」の６つのアプリを作成した。各アプリの利用者及び概要は表 3-1 のとおりである。 

 
図 3-1 フードバンク山梨実証システムの全体像 

 
 

表 3-1 各アプリの利用者及び概要 
アプリ名 利用者 業務 

ユーザー情報 
作成・変更 フードバンク 参加者の情報を作成・変更を行い、団体 ID を発行

する。 

寄附食品登録 
食品寄附者 寄附する食品の情報や賞味期限、受入方法等を登

録・変更・取り下げを行う 

フードバンク 寄附者から登録された食品の情報を確認し、入荷ス
テータス管理を行う 

寄附受領証明書 食品寄附者 フードバンクへ引き渡しが完了した商品の寄附受領
証明書を出力する 
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アプリ名 利用者 業務 

食品予約希望 
食品受領者 寄附食品の在庫情報（受入予定も含む）を検索

して、欲しい食品を予約する 

フードバンク 食品受領者の食品予約希望を閲覧する。商品の引
当を行う際に使う 

食品支援希望 
食品受領者 寄附食品の在庫に関わらず、自由記述形式で、欲

しい食品のリクエストをする 

フードバンク 食品受領者の食品支援希望を閲覧して、回答を登
録する 

在庫・出荷管理 フードバンク 寄附食品の引当や、出荷管理を行う 

 

3.4. 主な業務の流れ 

食品需給調整における主要な業務の流れとしては、①食品寄附者が寄附食品の情報を登録す
る②フードバンクが寄附食品の受入可否を確認する③食品寄附者がフードバンクに寄附食品を引き
渡す④フードバンクが食品受領者に寄附食品を引き当てる⑤フードバンクが食品受領者に寄附食品
を引き渡す、というものである。 
①の段階で食品寄附者は、寄附する食品を「寄附食品登録」アプリで登録する。登録が完了する

と、食品受領者は「食品予約希望」アプリから食品情報を検索でき、予約希望の登録が行える。 
②の段階でフードバンクが受入可否を確認し、「寄附食品登録」アプリで入荷ステータスの管理を

行う。（入荷ステータスの定義は、「3.5.3寄附食品登録」を参照） 
③の段階が完了すると、食品寄附者は「寄附受領証明書」の発行が可能になる。 
④の段階では、フードバンクが「在庫・出荷管理」アプリを使って、食品受領者への食品の引き当て

を行う。なお、①が完了した段階で仮の引当も行うことができる。 
⑤の段階で、フードバンクが「在庫・出荷管理」アプリを使って、出荷ステータスの管理を行う。（出

荷ステータスの定義は 3.5.5食品予約希望を参照） 
また、どの段階においても、食品受領者は「食品支援希望」から提供を希望する食品のリクエストを

行うことはできる。 
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図 3-2 実証システムを利用した業務の流れ 

 
 

3.5. 各アプリの内容 

3.5.1 トップページ 
各利用者が使用するトップページは同一であるが、スペースと呼ばれる空間を作成し、各利用者

に応じたスペースを表示するよう設定した。例えば、食品寄附者が本システムにログインすると、「食
品寄附者向けメニュー」のみ表示されるというものである。 
また、各アプリの利用者に応じて権限設定を行っている。例えば、食品寄附者 A が食品寄附者

B の登録情報を閲覧することはできず、また、食品寄附者や食品受領者が在庫・出荷管理アプリ
を閲覧することはできない等の設定を行っている。 

 
図 3-3 トップページ 
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3.5.2 ユーザー情報作成・変更 

登録項目は、団体種別（食品寄附者／フードバンク／食品受領者）、団体 ID、団体名、
代表者名、担当者名、部署名、住所、電話番号、メールアドレス、食品保管場所、HP、備考で
ある。 
寄附食品登録や食品予約希望登録を行うためには団体 ID が必要であるため、団体 ID を発

行するために、本アプリでユーザー情報を作成する。なお、団体 IDは自動付番である。 
また、団体 ID がメールアドレスに紐づいているものであるため、ここで登録するメールアドレスは、

kintone のアカウント作成で用いたメールアドレスと同じものを登録する必要がある。 
 

3.5.3 寄附食品登録 
寄附食品アプリにアクセスすると、図 3-4 のように、自団体が登録した情報の一覧が確認できる。

なお、フードバンクは全団体分の登録情報を確認できる。内容の確認や修正は、図 3-5 の詳細
画面から行う。 
食品寄附者は寄附食品情報の登録を行うために本アプリを使用し、フードバンクは入荷ステータ

ス管理を行うために本アプリを使用する。フードバンクが登録した入荷ステータスや受入数量等は、
食品寄附者も閲覧できる。 
登録項目はガイドラインで定めた項目を基本とし、本実証先のフードバンク山梨様のご要望も踏

まえて、項目を設定した。 
入荷ステータスとは、食品寄附者とフードバンクの間における状態のことであり、４種類設定した。 
① 確認中︓寄附食品登録を行った後の初期値であり、フードバンクが受入可能か確認して

いる状態 
② 受入可・出荷待ち︓フードバンクの受入が確定したため、出荷準備を始められる状態 
③ 受入済︓寄附者からフードバンクに提供が完了した状態 
④ 見送り︓フードバンクが寄附食品の受入ができないと判断した結果、寄附を見送った状態 
 
図 3-5は、個別に登録する方法であるが、ファイル登録による方法も可能である。ガイドラインを

基に定めた共通フォーマットを CSV に変換するマクロを実証用に作成し、その CSV データを
kintone に取り込む。 
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図 3-4 寄附食品登録一覧画面 

 

 
図 3-5 寄附食品登録詳細画面 

 

 
3.5.4 寄附受領証明書 

フードバンクへ引き渡しが完了した商品についてのみ、寄附受領証明書を出力することができる。
１商品単位で PDF 出力（図 3-6）する方法と、複数商品を CSV データで出力する方法があ
る。 
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図 3-6 寄附受領証明書 

 
 

3.5.5 食品予約希望 
食品受領者は、寄附食品の在庫情報を検索して、欲しい食品を探すことができる（図 3-7 の

オレンジ枠）。ここに表示される商品は、食品寄附者からフードバンクへの引渡し前のものも含まれ
る。これにより、食品寄附者からの受入問合せに対して、どの程度の食品受領者が提供を希望す
るか把握して、フードバンクが受入数量を検討することができる。 
また、フードバンクは各商品に対して、食品受領者が予約できる数量の上限や、予約希望登録

を行える期限を定めることができ、食品受領者は、これを超える予約はできないよう設定した。 
食品予約希望登録が行われると、予約番号が付番される。フードバンクは、「在庫・出荷管理」

アプリにおいて、予約番号を紐づけて、在庫引当を行うことで、出荷ステータスや提供数量等の情
報が本アプリに連動されて、食品受領者に共有される。 
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出荷ステータスとは、食品受領者とフードバンクの間における状態のことであり、４種類設定した。 
① 確認中（提供前）︓食品受領者が食品予約希望登録を行った後の初期値であり、フ

ードバンクが提供可能か確認している状態 
② 確定（提供前）︓フードバンクからの提供が確定した状態 
③ 提供済︓フードバンクからの提供が完了した状態 
④ 見送り︓フードバンクからの提供ができないことが確定した状態 

 
図 3-7 食品予約希望 

 
 

3.5.6 食品支援希望 
寄附食品の在庫に関わらず、自由記述形式で、欲しい食品のリクエストをする。在庫情報を検

索して登録するものではないため、どの段階においても本アプリから登録を行うことができる。 
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図 3-8 食品支援希望 

 

 
3.5.7 在庫・出荷管理 

図 3-9 の画面において、食品受領者へ在庫引当を行うことができる。 
新規で引き当てる場合には、一度に３団体まで同一ページで引当が可能である。その後、情報

の更新を行う場合には、１団体ずつ変更を行う。 
また、食品寄附者からフードバンクへの引渡し前の商品についても、仮で引当数量（項目名称

は「引当数量（仮）」）を登録することができる。つまり、入荷ステータスが「確認中」及び「受入
可・出荷待ち」の状態においては仮の引当数量を、「受入済」の状態においては実際の引当数量
（項目名称は「引当数量（確定）」）を登録する仕様である。入荷ステータスが「確認中」及び
「受入可・出荷待ち」の状態で仮の引当数量を登録した場合で、当該商品の入庫ステータスが
「受入済」に変更すると、「引当数量（仮）」が「引当数量（確定）」に初期値で自動入力され、
変更がある場合には変更するという仕組みである。 
なお、引当残数は、在庫数から「引当数量（確定）」を引いた数字が自動計算される。そのた

め、仮の引当数量に登録しても、引当残数が変動することはない。 
予約番号については、食品受領者が「食品予約希望」アプリにて登録した場合に付番される番

号である。引き当てる商品に対して予約希望があるかフードバンクが確認をした上で、その予約番
号を、本アプリに紐づける。これにより、出荷ステータスの情報等が、食品受領者が利用する「食品
予約希望アプリ」に反映され、食品受領者に共有される。また、食品受領者から予約希望が無い
場合であっても、フードバンクの裁量で商品を提供する場合があるため、予約番号の登録自体は
必須項目ではない。 
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図 3-9 在庫・出荷管理 

 

 
本アプリにおいては、集計の表示ができるよう設定している。本アプリを開いた初期表示は「在

庫・出荷管理」のレコードであるが、図 3-10 の赤枠で示した箇所において、プルダウンで「集計」を
選択すると、各商品をどの食品受領者に提供したか確認できる一覧を表示することができる。CSV
形式でデータをエクスポートすることも可能である。 

 
図 3-10 集計 
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3.6. 実証結果 

3.6.1 取引件数 
2025 年２月 12 日から３月 28 日までの間に、実証システムで食品寄附の問合せを受けた

結果は図 3-11 のとおりである。 
 

図 3-11 取引件数 
寄附食品登録数 12件 

食品予約・支援希望登録数 20件 

在庫引当数 8件 

 
3.6.2 実証参加者からのアンケート結果 

実証システムを使用したことによってメリットと感じた点及び改善要望点として、実証参加者から
の回答は図 3-12 のとおりである。 

 
図 3-12 アンケート結果 

メ
リ
ッ
ト
と
感
じ
た
点 

フード 
バンク 

• 食品寄附者、フードバンク、食品受領者の３者がリアルタイムで情報をやり取りでき
る。 

• 食品寄附者が自ら食品寄贈に係る情報を入力できれば、フードバンクが入力する
手間が軽減できる。 

• フードバンクや食品受領者が当システムを日々確認していれば、食品寄附の情報を
迅速に把握できる。 

• フードバンクや食品受領者が寄贈食品の具体的な情報をWeb リンク（URL情
報）や添付写真などで把握することができる。 

• フードバンクの従来のやり方では、各団体に電子メールで通知しても相手方の“見落
とし”が頻繁に生じた。このシステムを食品受領者が定期的に確認するルーティンを
確立すれば、その心配は少なくなる。 

食品 
寄附者 

• 寄附受領証明書を速やかに（オンラインで）入手できる 
• 自社が寄附した食品を時系列の一覧表で確認できる。 
• 直ぐに提供できない食品であっても、食品受領者が支援を希望する品目や数量等
を把握することで、それを提供できる状態になったときに提供を申し出る動機づけに
なる。 

食品 
受領者 

• フードバンクが寄贈可能な食品を、在庫情報の一覧表で確認することができる。 
• 一覧表の中に「引当残数」が表示されているので、どれを（まだ）注文できるかが識
別しやすい。  

改
善
要
望
点 

フード 
バンク 

• 新着情報があった際の通知機能があると良い。 
• 特定の食品受領者のみに在庫情報を表示できると良い。 

食品 
寄附者 

• 食品受領者の団体や最終受領者からの感想などを頂けるとありがたい。 
• 任意項目は折込み式表示でない方が分かりやすい。 
• 任意入力欄の中にアスタリスクで選択する必須の項目がある。 
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食品 
受領者 

• 文字が小さくて薄くて見にくいところがある。 
• 受取希望日時の下に自由記述欄を設けて、○日と△日は不可というような記入が
できると良い。 

• 新着情報があった際の通知機能があると良い。 

 
3.6.3 実証システムの有用性 

本実証事業を通じて、食品寄附者・フードバンク・食品受領者の各団体において、実証システ
ムの有用性が確認でき、食品寄附の促進および効率的な運用に貢献する仕組みであると考えら
れる。 
まず、フードバンクにとってのメリットとして、食品寄附者自身が寄附食品情報を登録できるため、

従来フードバンク側が担っていた情報入力作業の負担が軽減されることが確認された。これにより、
業務の効率化が期待できる。 
次に、食品寄附者にとってのメリットとして、自身が寄附した食品情報をシステム上で確認できる

点が挙げられる。加えて、食品受領者が「食品予約希望アプリ」や「食品支援アプリ」を活用し、希
望する食品を登録することで、その情報をフードバンクが把握できるようになった。フードバンクを通じ
て食品寄附者にも共有されれば、食品寄附者がその食品が実際に寄附できる状態になった際の
動機付けになることが、アンケート結果から明らかになった。この点は、食品寄附の促進に寄与する
重要な要素であると考えられる。 
さらに、食品受領者にとってのメリットとして、システム上で在庫情報を確認できることで、どのよう

な食品をどの程度受領できるかを可視化できるようになる。 
 

4. おわりに 

既存システム活用型実証においても、新規システム構築型実証においても、各参加者における有
用性が確認でき、作業負担の軽減など業務効率化に貢献する可能性を見出すことができた。 
一方で、既存システム活用型実証においては、対象範囲を小規模に限定したこともあり、あらゆる

商品の受入可否を自動判定するためには、各フードバンクの現場の実情を考慮した条件設定が必要
である。また、新規システム構築型実証においては、通知機能やレイアウトの改善など、より使いやすい
仕組みへの要望が寄せられた。 
実証で得られた成果を踏まえて、それぞれの関係者が使いやすい仕組みが構築されることによって、

作業負担の軽減や食品寄附促進に寄与できると考えられる。 
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